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事業区分
工事区分

工種・種別・細別 名　　　称 規　　　格 単位
歩車道境界ブロック設置

0

= 66.0 66.0 数量集計表No,1

ｍ
= 2,427.8 2420.0 数量集計表No,1

= 46.0 46.0 数量集計表No,1

= 40.0 40.0 数量集計表No,1

= 62.8 62.0 数量集計表No,1

= 73.5 73.0 数量集計表No,1

= 4.6 4.0 数量集計表No,1

= 66.0 66.0 数量集計表No,1

= 1.05 1.05 数量集計表No,1

仮設工

= 8.0 8.0 数量集計表No,1

　　　数　　量　　総　　括　　表 No.1

交通安全施設整備事業
交通安全施設整備工事

算　　　　　　　式 数   量 摘     要

工　事　名 交通安全施設整備工事（その１）

防護柵工

ツインガードレール設置 Gr－C－2B ／PY-F3ﾄｸ ｍ

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線　白　15㎝

破線　白　15㎝ ｍ

破線　白　30cm ｍ

矢印・記号・文字15cm換算 ｍ

ゼブラ　白　45cm ｍ

溶融式カラー舗装 緑　100ｍ2未満 m2

構造物撤去工

ガードレール撤去工 Gr－C－2B ｍ

運搬処理工

現場発生品運搬 クレーン装置付2t吊 ｔ

交通整理員 人日



工    種 名　　　称 形状寸法 算　　　　　　　式 単位

66.0 = 66.0 図面No１

ｍ
679.8+464.1+591.1+157.8+535.0 = 2,427.8 図面No2.3.4.5.6

7.0+25.0+14.0 = 46.0 図面No2.3.4

40.0 = 40.0 図面No4

31.4+31.4 = 62.8 図面No4

33.8+39.7 = 73.5 図面No4

4.6 = 4.6 図面No7

66.0 = 66.0 図面No1

相生市本郷町から相生市陸（資材置場）

0.016×66.0=1.05t 1.05

8.0 = 8.0 交通誘導員算出表

　　　数　　量　　集　　計　　表
No.1

数   量 摘     要

市道陸本町1号線外

防護柵工

ツインガードレール設置 Gr－C－2B ／PY-F3ﾄｸ ｍ

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線　白　15㎝

破線　白　15㎝ ｍ

破線　白　30cm ｍ

矢印・記号・文字
15cm換算

ｍ

ゼブラ　白　45cm ｍ

溶融式カラー舗装 緑　100ｍ2未満 ｍ2

構造物撤去工

ガードレール撤去工 Gr－C－2B ｍ

運搬処理工

現場発生品運搬 クレーン装置付2ｔ吊 ｔ

仮設工

交通整理員 人日



　 　この仕様書は、下記の工事の施工に適用する。

工事 名 ： 交通安全施設整備工事（その１）

工事 場 ： 相生市　本郷町外　地内

適用する図書

　本工事の施工にあたっては、「設計図書」によるほか、以下の図書及び本特記仕様書によらなければならない。

土木工事共通仕様書 〔令和6年4月一部改訂〕 （兵庫県県土整備部）

土木工事施工管理基準 〔令和5年10月一部改訂〕 （兵庫県県土整備部）

土木工事請負必携 〔令和6年4月一部改訂〕 （兵庫県県土整備部）

小型構造物標準図集 〔令和7年4月一部改訂〕 （兵庫県県土整備部）

　第 ２ 条 契約工期

　契約工期については、土・日曜日、祝日等を含んでいる。

　第 ３ 条 特定建設作業の届出

　騒音規制法、振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例による特定建設作業を行うときは、特定建設作業実施届出書を提出し

その写しを監督員に提出しなければならない。

特　　記　　仕　　様　　書

総　　　　　　　　　　則

　第 １ 条
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　第 ４ 条 コリンズ（CORINS）への登録

　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）

に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、

受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等

を除き１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

　登録対象は、工事請負代金額５００ 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

　なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を

必要としない。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。

　なお、変更時と工事完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

　第 ５ 条 現場の管理

１ 　本工事の施工にあたっては、建設業法及び労働保険徴収法の規定により建設業の許可票及び労災保険関係成立票を現場内に掲示し

なければならない。

監理 専任の
主任 有 無

建　設　業　の　許　可　票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

資 格 者 証
交 付 番 号

一 般 建 設 業 又 は
特 定 建 設 業 の 別

許可を受けた建設業

許　可　番　号

許　可　年　月　日 令和　　年　　月　　日

技術者の氏名

資格者
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　　　　　　2２ 　工事請負代金額が２，５００万円以上の工事について、請負者は現場代理人、監理技術者、主任技術者及び専門技術者並びに下

請負業者の主任技術者に、工事現場内において工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。

＜ 名 札 の 例 ＞

写　真 　　氏　　名　　　○　○　　○　○

２㎝×３㎝　　工 事 名　　　○　○ 改 良 工 事

程　度 　　工　　期　　　自○○年○○月○○日

　　　　　　　　至○○年○○月○○日

　　会 社 名　　　◇◇建設株 式会社

注)　１．用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

　　 ２．社印は所属会社の社印とする。

労 災 保 険 関 係 成 立 票

保険関係成立年月日

労 働 保 険 番 号

自 令和　　年　　月　　日

至 令和　　年　　月　　日

事 業 主 の 住 所 氏 名

注　文　者　の　氏　名

事業主代理人の氏名

監理（主任）技術者

工　　事　　期　　間
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　第 ６ 条　施工体制台帳の作成

１ 　請負者は、公共工事入札契約適正化法に基づき、受注者が下請契約をおこなった場合、下請金額によらず施工体制台帳

及び施工体系図を作成し、工事現場に備えるとともにその写しを監督員に提出するものとする。

このとき施工体制台帳は様式例－１及び様式例－２、施工体系図は様式例－３を参考として作成するものとする。

　また、請負者は様式例－４を参考に工事担当技術者の施工体系図を作成して、監督員に提出するものとする。工事担当技術者の施工

体系図には、元請負業者の監理技術者及び専門技術者並びに下請負業者の主任技術者の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名等を

記載するものとする。

　　　　　　2２ 　請負者は、建設業法施行規則第１４条の２第２項に基づく添付書類を施行体制台帳とともに監督員に提出するものとする。

　第 ７ 条　工事現場発生品

１ 在来施設撤去により生じた現場発生品は、下記の場所まで運搬のうえ引き渡しするものとする。

なお、上記以外の材料が発生した場合は、監督員の指示によるものとする。

現場発生品 引き渡し場所

ガードレール材 相生市陸　（資材置場）
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　第 ８条 区画線工

溶融式区画線の規格は下記のとおりとする。

ビーズ混入　15～18％

撒　　　布　20ｇ/m

〃

20ｇ/m

〃

20ｇ/m

〃

20ｇ/m

ゼブラ 450 1.5 〃

ガードレール

備考

第 ９　条

 本工事に使用するガードレールについては、※溶融亜鉛めっき仕上げ（塗装仕上げ）とする。

ガードレール 項目 規格

メルトフローレート 8.0～16.0(g/10min)

融点 260～270(℃)

引張り強さ 39.2～58.8(Mpa)

伸び 300～600(%)

外側線 150 1.5 中央線、車線境界線

外側線 150 1.5

外側線 300 1.5

矢印・記
号・文字

150 1.5
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交通誘導員の配置

１ 　交通整理員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数

に増減が生じた場合は､設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。なお、警備日報と集計表を監督員に

提出しなければならない。

配置場所 昼夜別
交替要員　　　　　　　　　　
の有無

相生市　本郷町外　地内 2 名/日 交通誘導員Ｂ　8人 昼 無

なお、交通誘導員Ａ，Ｂの定義はつぎのとおり。

　交通誘導員Ａ：　　警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の

　　　　　　　　　検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る

　　　　　　　　　１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員

　交通誘導員Ｂ：　　警備業者の警備員で、交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの

　第　１０ 条　

交通誘導員 編成
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２ 交通誘導員の有資格

 １・２級交通誘導警

 備検定合格者

 交通誘導に関し専門

 的な知識及び技能を

 有する警備員

３ 請負者は、交通誘導員として交通誘導警備検定合格者を配置した場合、交通誘導警備検定合格証（写し）を監督員に提出するもの

とする。

４ 　請負者は、交通誘導員として交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員を配置した場合、交通誘導に関し専門的

な知識及び技能を有すると確認できる次の資料の何れかを監督員に提出するものとする。

・警備員指導教育責任者資格者証（写し）

・指定講習終了証明書（写し）

・警備業法施行規則　第２６条第２項に定める基本教育、及び同条第２項、第３項に定める業務別教育（警備業法第２条第１項第２

　号の警備業務）を受講したことを証明する警備員名簿及び教育実施状況等の写し、及び交通誘導に関する警備業務に従事した期間

　（実務経験）が１年以上であることを証明する書類。

関係機関との調整

　請負者は、工事の施工に際して地元自治会ほか関係機関との調整を十分に図り工事施工計画等について、工事説明会の開催や

工事説明通知文書を配布するなど理解を求めること。

資格 資格要件

 公安委員会が学科及び実技試験を行って、交通誘導警備に関

 して専門的な知識及び技能を有すると認めた者。

 ・警備業法における警備員指導教育責任者資格者証の交付を

 　受けている者。

 ・警備業法における指定講習を修了した者。

 ・警備業法施行規則における基本教育及び業務別教育

 　（警備業法第２条第１項第２号の警備業務）を既に受けて

 　いる者で、交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実

 　務経験）が１年以上である者。

第 １１条
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排出ガス対策型建設機械の使用

　本工事において下表に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型建設

機械を使用するものとする。

　なお、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、「建設技術評価制度」又は「民間開発建設機械技術の審査証明事業」によ

り評価された「排出ガス浄化装置」を装着した建設機械を使用することで同等とみなす。

　ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

　上記のおいて、「これにより難い場合」とは、請負者の都合で調達できない場合を含むものとする。

　なお、使用する建設機械が排出ガス対策型建設機械であることを確認できる写真を撮影し、完成書類として提出するものとする。

・バックホウ  ディーゼルエンジン（エンジン出力

・トラクタショベル（車輪式）  7.5kw 以上、260kw以下）を搭載し

・ブルドーザ  た建設機械

・発動発電機（可搬式、溶接兼用機含）

・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット

　（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立

　したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの。

　：油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭

　圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサ

　ーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転

　型オールケーシング掘削機）

・ロードローラ

・ホイールクレーン

第 １２ 条

機　　種 備　考　
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安全管理

1 安全・訓練等の実施

　本工事施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により１月当たり半日以上の

時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施すること。

(1)安全活動の動画等視覚資料による安全教育

(2)本工事内容等の周知徹底

(3)土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

(4)本工事における災害対策訓練

(5)本工事現場で予想される事故対策

(6)その他、安全・訓練等として必要な事項

２ 安全訓練等に関する施工計画の作成

　　　　　　　２　施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画書を作成し、監督員に提出すること。

３ 安全訓練等の実施状況報告

　　　　　　　３　安全・訓練等の実施状況を工事報告（工事月報）に記載し報告すること。

不正軽油の使用の禁止

１ 　請負者は､工事の施工にあたり、使用する車輌及び建設機械等の燃料として､不正軽油（地方税法第700条の22の2（製造等の承認を

受ける義務等）の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。

２ 　請負者は､不正軽油の使用が判明した場合には､速やかに是正措置を講じなければならない。

事前調査測量

　本工事施工にあたり、請負者は工事着工前に事前調査測量を実施し､その成果を速やかに監督員に提出しなければならない。

第 １６ 条 熱中症対策

１ 　本工事施工に先立ち作成する施工計画書に、「熱中症の早期発見のための体制整備」「熱中症の重篤化を防止するための処置」

の実施要領を作成し監督員に提出すること。また、関係作業者への周知を行うものとする。

第 １３ 条

第 １４ 条

第 １５ 条
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その他

１ 　本工事施工にあたり、現場代理人は携帯電話等を常時携帯し、絶えず連絡が出来る体制をとるものとする。

　　　　　　2２ 　請負者は、工事期間中において工事場所周辺道路等の維持管理を適切に行い付近住民等から苦情等がないよう最善の努力をするも

のとする。

３ 　工事着手前には必ず現地踏査・現地測量を行い、設計との照査を行い測量・施工計画書・材料確認の必要書類を監督員に提出し

了解を得なければならない。尚、着工前の設計照査・地元要望等により設計変更が生じる場合は必ず監督員と協議を行うこと。

　この時、変更設計図面・数量表は請負者において作成するものとする。

　　　　　　3４ 　請負者は、本工事に伴う提出書類を土木工事請負必携のほか、「土木工事提出書類一覧表」により該当する項目について整理を

行い提出しなければならない。

５ 　請負者は、本工事の施工に際して、第三者災害に対する保険（土木工事保険等）に加入し、その写しを速やかに監督員に提出し

なければならない。

６ 　請負者は、本工事の施工に際して、その工事に携わる下請の事業主と労働者の意識の向上を図るため、現場事務所や工事現場の

出入口など見易い場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示するものとする。

７ 　請負者は、本工事の施工に際して、労働基準法第１０４条の２（労働基準法施行規則第57条）労働基準法の適用事業となったとき

（業種を問わず労働者を使用するに至ったとき）に、所轄労働基準監督署長に適用事業報告をしなければならない。

８ 　請負者は、本工事に関する支障物件（電柱や地下埋設物など）の移転の時期等を監督員と協議するとともに

関係機関と調整するものとする。

９ 　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならず、保険契約を締結したのち、その証券等を発注者に提示する

ものとする。

疑  義

　本件特記仕様書に疑義が生じた場合は、発注者、請負者で協議し解決するものとする。

第 １７ 条

第 １８ 条

10



2021/1/28修正

項目 提出期限 提出日 備考

1 契約時

 ①工事施工計画、下請負人通知書
 （当初、変更）

 契約後５日以 
 内

 ②現場代理人、主任技術者経歴書  同上 免許の名称、学歴又は専攻学科、実務経験、登録番号

 ③工程表（バーチャート）  同上

 ④建設廃棄物処理計画書 契約時
 ⑤リサイクル法第１３条に基づく
  書面

同上

 ⑥建設業退職金共済制度 同上 建設業退職金共済組合証紙購入確認書の写し

2 工事着手前

ア 施工計画書（当初、変更）
工事着手前

監督員は施工の安全性や法令、規定を遵守し適切な施工が履行できる
ものであるかを確認し、疑義がある場合にのみ指導・助言する。

 ①工事概要 工事名、路線及び河川名等、工事場所、工期、請負金額、工事内訳
（主たる工種を記載し、契約設計図書の工事内訳書の記載は求めな
い）
※図面等は不要

 ②計画工程表 工事費構成比、工程曲線

 ③現場組織表 現場代理人及び主任技術者等、各管理者（工程、出来形、品質、 写
真）、各係（資材、労務、機械、事務）及び社内検査員

 ④指定機械 機械名、台数、製造社名、規格、環境対策等
施工時に使用した写真により確認を行い、施工計画書には記載事項の
根拠（車検証、カタログ、写真等）の添付は不要

 ⑤主要船舶・機械 機械名、台数、規格、使用工種等 
指定機械に記載した機械も主要工種に使用するものは記載

 ⑥主要資材 JIS規格及びJIS工場の確認、品質・規格の確認
 ⑦施工方法 全体フローに示す工種は工事内訳書レベル2の範囲 

施工方法の記載は工事内訳書レベル2又はレベル3までの範囲
任意仮設については詳細資料を添付。

 ⑧施工管理計画 工程管理、出来高管理、品質管理及び写真管理について、
管理項目、管理時期、管理頻度、記録方法、配慮事項を記載
段階確認、立会確認の必要な項目、実施予定を記載
コンクリート、アスファルトの運搬経路図(経路、時間を記載)

 ⑨安全管理 安全衛生管理の組織体制、安全衛生管理に対する実施計画
※記録様式の添付は不要

 ⑩緊急時の体制及び対応 緊急時の連絡体制、災害時の体制
※緊急資材の調達先や運搬経路は不要

 ⑪交通管理 運搬時間に制限がある資材（Con、As）の運搬経路と時間
一般車両、歩行者等に対する交通管理
工事車両に対する安全管理や輸送計画
過積載防止に向けた体制や確認方法等
各種許可申請の有無と許可書の提出方法
 ・道路使用許可書、特殊車両許可書の写し
交通誘導員の配置図、保安施設の配置図及び主要資材の運搬経路位置
図

公共工事提出書類一覧表



2021/1/28修正

項目 提出期限 提出日 備考

公共工事提出書類一覧表

⑫環境対策 騒⾳、振動、濁⽔、⼟埃等の配慮事項。周辺住⺠に対する対応
⑬現場作業環境の整備 現場事務所、休憩所、作業現場及び現場周辺の美化

⼟日休日作業に対する取組方針
⑭再生資源の利用の促進と建設副産 
物の適正処理方法

建設副産物収集運搬処理の委託及び最終処分における処分量
の確認方法、再生資源の有効活用に向けた取り組み
添付書類
 ・再生資源利用計画書 
 ・再生資源利用促進計画書 
 ・産廃業者との契約書及び産廃業者の許可書の写し

⑮その他

 １．特定建設作業の届出 受付印のある写し
 ２．工事カルテ（当初）  契約10 日以内

に登録
 ３．⼟木工事保険等 第三者災害に対する保険
 ４．労働基準法施行規則第57条
   適用事業報告

受付印のある写し
工事毎で報告がない場合は会社としての適用事業報告とする

 ５．労働安全衛生法第88条届出 受付印のある写し

イ 使用材料確認願 工事着手まで 目次、インデックスを付ける。

①工事使用材料（当初、変更）

②⼟木工事承諾願 当初設計に適合しないもの、承諾の必要な材料を使用する場合

ウ 特記仕様書関係必要書類
①工事カルテ（変更、完成）  契約、完成

10 日以内
②施工体制台帳及び施工体系図 下請け契約後

速やかに
※R2.10.1以降契約分については「社会保険の加入に関する下請指導ガ
イドライン」による。
 下請け契約書（注文書、請書）の写し

③交通誘導員の資格者書及び経歴書 工事着手まで

④事前測量成果報告書 工事着手まで

3 施工中に提出する書類

ア 段階確認書 自主検査の場合、検測状況写真添付

イ 立会願い

ウ 休日作業届

エ 安全訓練等報告  毎月提出 活動内容の具体的議事録、写真添付

オ 工事履行報告書(工程管理報告書) 同上 計画工程と毎月の出来高数値により工程管理を行う、写真添付
カ 工事打合せ簿  打合せ後7日

 以内
キ 施工承諾図

ク 変更施工計画書 変更施工計画書は追加式とし先の施工計画書は変更しない

ケ 変更計画工程表 変更契約以降、工事費構成比、出来高比も変更となるため注意



2021/1/28修正

項目 提出期限 提出日 備考

公共工事提出書類一覧表

4 工事検査時

ア 社内検査報告書及び状況写真

イ エ程管理 計画工程と毎月の出来高数値により工程管理を行う

①履行報告書

②工程管理表

③月間工程表

④写真

ウ 出来形管理

①出来高数量報告書 契約数量に対する出来高数量の対比（同様の数値基準による）

②出来形管理表 略図、設計値、実測値、差及び規格値等

③出来形管理図（工程能力図） 上記管理表を図示したもの（側点数10点未満は不要）

④出来形図 設計値及び実測値（括弧書き又は赤書き）を記載

エ 品質管理 実施した試験等の総括（一覧）表

 ①コンクリート品質管理表 打設日、打設量、空気量、スランプ、圧縮強度等

・コンクリート試験成績表

・塩分測定結果表

・テストハンマー試験成績表

②アスファルト舗装品質管理表 厚さ、密度、Ａs量等

・コア厚測定管理図表

・アスファルト混合物温度管理表

・抽出試験成績表

③⼟工関係 試験表等

・⼟の締め固め試験成績表

・現場密度試験成績表

・CBR試験成績表

④その他 鋼材ミルシート、注⽔試験等

オ 工事写真管理

①着工前、完成後の対比写真

②測点の記入

③出来高寸法の記入、検尺の判読

④不可視部分の確認

⑤工事標示板、ヘルメット着用

力 安全管理 

①安全協議会の開催

②安全教育（月1回）の実施 活動内容の具体的議事録、写真添付

③新規入場者 新規入場者の安全教育実施資料の提出

④現場内安全パトロール等の実施 現場内点検、パトロール、ＫＹ活動

キ 施工管理

①段階確認書 項目、写真、結果



2021/1/28修正

項目 提出期限 提出日 備考

公共工事提出書類一覧表

②立会報告書 内容、写真、結果

③工事打合せ簿、指示書

ク その他
①建設廃棄物の処理 提出書類

・再生資源利用実施書
・再生資源利用促進実施書
 ・産業廃棄物管理表（マニフェストＤ票及びＥ票）
 ・産業廃棄物処理一覧表（種類、日付、車両番号、処分量、
  運搬受託者名、処分受託者名）
 ・産業廃棄物の処理状況の写真添付（搬出、搬入、処理施設）
 ・建設発生⼟処理一覧表（種類、日付、車両番号、処分量、
  運搬受託者名、処分受託者名）
 ・建設発生⼟の処理状況の写真添付（搬出、搬入、処理施設）

②交通誘導員 警備日報及び集計表

③排出ガス対策型建設機械 排出ガス対策型建設機械であることを確認できる写真添付

④特定自主検査記録表

⑤重機点検表
⑥建設業退職金共済制度の確認 共済証紙受払簿、退職金共済手帳、被保険者の就労状況報告書、 建退

共辞退届
建退共制度適用事業主工事現場標識の掲示状況写真

⑦建設業許可及び労災保険関係成立
 票の現場内掲示

現場内掲示写真の添付

 ⑧地元対応書類

 ⑨納品伝票一覧 出来高で確認できない伝票の添付



平面図 S=1：1000

陸本町1号線

ツインガードレール　設置　L=66.0m
「GR-C2B/PY-F3ﾄｸ（曲柱）」
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相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

交通安全施設整備工事（その１）

相生市　陸本町　地内　

平面図 １

令和８年度

7



区画線平面図 S=1：1000

実線　白　W=15cm　L=342.3m

実線　白　W=15cm　L=337.5m

集計
実線　白　W=15cm
L=337.5+342.3=679.8m

市道第一本道線

相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

区画線平面図

令和８年度

相生市　矢野町榊　地内

2

交通安全施設整備工事（その1）

7



区画線平面図 S=1：1000

破線　白　W=15cm　L=1.0×3=3.0m

実線　白　W=15cm　L=233.1m

破線　白　W=15cm　L=1.0×4=4.0m

実線　白　W=15cm　L=100.2m

集計
実線　白　W=15cm
L=233.1+130.8+100.2=464.1m
破線　白　W=15cm
L=3.0+4.0=7.0m

市道第一本道線

実線　白　W=15cm　L=130.8m

相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

区画線平面図

令和８年度

相生市　矢野町榊　地内

3

交通安全施設整備工事（その1）

7



S=1:1000

旭那波線

区画線平面図

実線　白　W=15cm  L=100.3m

実線　白　W=15cm  L=4.7m

実線　白　W=15cm  L=36.4m

実線　白　W=15cm  L=59.7m

破線　白　W=15cm  L=1.0×5=5.0m

破線　白　W=15cm  L=1.0×3=3.0m

実線　白　W=15cm  L=5.6m

実線　白　W=15cm  L=47.1m

矢印・記号・文字　白　W=15cm換算
L=6.6+6.6+9.1+9.1=31.4m

破線　白　W=15cm  L=1.0×3=3.0m

実線　白　W=15cm  L=127.9m

実線　白　W=15cm  L=32.4m
破線　白　W=15cm  L=5.0×2=10.0m

ゼブラ　白　W=45cm
L=1.4+2.0+2.3+2.6+3.0+3.3
+3.1+2.7+2.4+2.3+2.1
+2.0+1.7+1.5+1.4=33.8m

破線　白　W=30cm  L=1.0×20=20.0m

破線　白　W=15cm  L=1.0×4=4.0m

破線　白　W=30cm  L=1.0×20=20.0m

実線　白　W=15cm　L=83.9m

実線　白　W=15cm　L=93.1m

集計
実線　白　W=15cm
L=100.3+47.1+5.6+4.7+36.4
+59.7+93.1+127.9+32.4+83.9=591.1m
破線　白　W=15cm
L=5.0+4.0+3.0＋3.0+10.0=25.0m
破線　白　W=30cm
L=20.0+20.0=40.0m
矢印・記号・文字　白　W=15cm換算
L=31.4m
ゼブラ　白　W=45cm
L=33.8m

相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

区画線平面図

交通安全施設整備工事（その１）

相生市　那波西本町　地内　

令和８年度

4
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区画線平面図 S=1：1000

市道鰯浜5号線

実線　白　W=15cm　L=10.3m

実線　白　W=15cm　L=69.1m

実線　白　W=15cm　L=11.9m
実線　白　W=15cm　L=12.3m

実線　白　W=15cm　L=54.2m

集計
実線　白　W=15cm
L=10.3+69.1+11.9+12.3+54.2=157.8m

相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

区画線平面図 5

令和８年度

相生市　相生　地内

交通安全施設整備工事（その1）

7



区画線平面図 S=1:1000

相生那波線

集計
実線　白　W=15cm
L=49.8+32.8+11.5+42.9+57.6+30.3
 +12.6+13.7+145.2+33.1+105.5=535.0m
破線　白　W=15cm
L=2.0+2.0+7.0+3.0=14.0m
矢印・記号・文字　白　W=15cm換算
L=31.4ｍ
ゼブラ　白　W=45cm
L=39.7m

実線　白　W=15cm  L=145.2m

実線　白　W=15cm  L=57.6m

実線　白　W=15cm  L=42.9m

実線　白　W=15cm  L=11.5m

実線　白　W=15cm  L=32.8m

実線　白　W=15cm  L=49.8m
実線　白　W=15cm  L=30.3m

実線　白　W=15cm  L=12.6m

矢印・記号・文字　白　W=15cm換算
L=6.6+6.6+9.1+9.1=31.4m

実線　白　W=15cm  L=33.1m

実線　白　W=15cm  L=105.5m

実線　白　W=15cm  L=13.7m

ゼブラ　白　W=45cm
L=0.5+1.0+1.5+2.0+2.3+2.6
 +3.1+3.6+3.5+3.4+3.1+2.8

　＋2.5 +2.3+2.1+1.8+1.6=39.7m 破線　白　W=15cm  L=1.0×3=3.0m

破線　白　W=15cm  L=1.0×7=7.0m

破線　白　W=15cm  L=1.0×2=2.0m

破線　白W=15cm  L=1.0×2=2.0m

相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

区画線平面図

相生市　旭　地内　

令和８年度

交通安全施設整備工事（その1）

6

7



区画線平面図 S=1：1000

0.3×15.4=4.6ｍ2

カラー舗装
A=4.6ｍ2

市道新矢野谷線

相生市　建設農林部　都市整備課

図面

縮尺 図示のとおり

市単事業 交通安全施設整備事業

交通安全施設整備工事（その１）

平面図

令和８年度

7

7

相生市　西谷町　地内　


